
県民協働による森づくりのための提言(H18.7)の骨子

Ⅰ　森林の機能 Ⅱ　森林の現状

　１　木材生産 　１　間伐を必要とする森林(45年生以下)の増加
　  民有人工林約７割(７万９千ha)

　２　土砂流出防止 　２　間伐の遅れ
　  約３万ha(16～45年生の半数)が未実施

　３　水源涵養、洪水調整、水質浄化 　３　野生獣被害の増加

　４　二酸化炭素の吸収・貯蔵 　４　公的森林整備の停滞

　５　保健休養　など

Ⅲ　林業の現状
森林は、国民・県民共有の財産

　１　林業経営環境の悪化
　  外材との競合、木材需要の低下、木材価格の下落、
　  林業所得の減少
　２　林業従事者の減少と高齢化
　  ２０年前の半減、６０歳以上４割
　３　小規模・零細な山林所有
　  10ha未満が9割

Ⅳ　課題

　○森林・林業の現状から

　　１　森林を支える林業・木材産業を活力ある産業へ再生し、森林資源の循環利用を促進

　　２　全ての県民の理解と参画を得て健全な森林を育む

社会全体で本県の森林を誇りあるものとして守り育て支えていくことが喫緊の課題

Ⅴ　提言

　○森林整備を林業生産活動のみに依存するのではない新たな展開を図る必要がある

　１　今後必要な取組
　 (1)公益的・社会的機能を十分に発揮させる森林整備の推進
 　 荒廃した森林の間伐促進、広葉樹林化、獣害の復旧・予防、造林未済地対策、里山の生態系回復等

　 (2)森林を支える林業・木材産業の振興
    コスト縮減、人材育成・定着、需要の拡大、公共施設等の木材利用、新たな活用方策等

　 (3)県民協働による森林整備の仕組みづくり
　  森林理解の促進、県民参加の仕組みづくり、普及啓発

　２　役割分担
　 (1)森林所有者が自ら進めるべきこと
　  適正な管理、効率的な森林整備、コスト削減等一層の自助努力、販売促進、安定供給

　 (2)行政が主体となって進めるべきもの
　  効果的、効率的な森林整備の支援、県民協働による森林整備の仕組みの構築

　 (3)県民協働により進めるべきもの
　  費用負担を含めた森づくりの参画と協力

　３　森林環境税(仮称)の創設
　　○今、緊急に行われなければならない取組に重点的に充てる
　　○必要となる事業規模は、効率的な事業遂行、適正な税負担の観点から決定
　　○目的の明確化、透明性の確保、政策評価に十分配慮

　 (1)健全で持続可能な森づくり
　  間伐、針広混交林化、里山など身近な森林の整備

　 (2)県民の協働の森づくり
　  森林や林業に関する情報を県民と共有していく仕組みづくり

　 (3)“県産材”の利用拡大
　  木材を利用することが、森林の公益的機能の発揮につながることの理解促進

　　 林業採算性の悪化　　　　　　　経営意欲減少　　　　　  　荒廃の進行　　　　　　　  林業生産活動の低下の悪循環
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